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新春賀詞交歓会参加者募集！
新しい年を迎え、会員同士、会議所と会員との親睦を図るため実施いたし

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

◇日 時：平成２８年１月８日(金)
◇会 場：新森ホール
◇記念講演：１５：００～１６：３０

講 師 オラクルひと・しくみ研究所

ワクワク系マーケティング実践会

主宰 小阪裕司 氏

◇テ ー マ ｢楽しく仕事をして儲かる方法」
◇ パーティー：１６：４５～１８：３０
◇参 加 費：講演会聴講は無料 パーティー参加費 ５，０００円
◇申し込み：当所まで

経営改善貸付（マル経融資 ※無担保・無保証人）
運 転 ７年以内融資限度額 2,000万円
設 備 10年以内

利率 １．１5％

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿

泊業及び娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下
の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

★お申込み・お問い合わせ先★ 新津商工会議所(TEL: 22-0121)

３名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（北部地区：遠山、東・南部地区：近藤、西部地区：真野）

経営改善貸付の他にも様々な融資制度がありますので、お気軽にご相談下さい。

＊＊＊１２月の主なスケジュール＊＊＊

開催日時 種別 内 容

12月15日(火) イベント 女性会びっくり市
10:00～14:00 『まちの駅 ぽっぽ』にて開催！掘り出し物があるかも･･･！？商品がなくなり次第終了します！

日本政策金融公庫 国民生活事業の融資概要

運 転 ５年以内 基準利率ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備 １５年以内 １．２５％～

基準利率
普通貸付 運 転 ５年以内

１．２５％～２．９０％4,800万円
設 備 １０年以内

◎セーフティネット貸付や普通貸付申込書に添付していただく書類は一般
的には次のとおりです。

【個人営業の方】 【法人営業の方】
・申告決算書 最近2期分 ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本
（申告されている場合） ・最近2期分の確定申告書・決算書
・見積書 ・最近の試算表（決算後6カ月以上経過して
（設備資金をお申込の場合） いるか、または事業を始めたばかりで決算

を終えていない方）
・見積書（設備資金をお申込の場合）

★お申込み・お問い合わせ先★
日本政策金融公庫国民生活事業の融資申込は公庫新潟支店（新潟市中央区万代
4-4-27 NBF新潟テレコムビル９Ｆ TEL:025-246-2011・FAX:025-246-20
22）か当所（TEL:22-0121）まで。

資金繰り円滑化相談会（毎月､定例開催！）
中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に
定例相談会を開催しています。どうぞご利用ください。

●新潟県信用保証協会定例相談会（毎月第１火曜日１０：００～）
１２月 １日(火)・ １月 ５日(火)

●日 本 政 策 金 融 公 庫 定 例 相 談 会（毎月第２火曜日１０：００～）
１２月 ８日(火)・ １月１２日(火)

相談会のご利用の際は当所経営指導員(遠山、近藤、真野)まで
ご予約をお願いします。(TEL:22-0121)

◇◇１人でも雇ったら、労働保険に必ず加入◇◇
～雇ったら入る。人も会社も守るために～

労 働者（パ ート、ア ルバイト を含む ）を１人 でも雇っ ている事 業主は労 働保険
（ 労災保険 ・雇用保 険）に加 入しなけ ればなり ません。

労働保険 は、労災 保険・雇 用保険の 各種給付 金のほか 、雇用 の安定の ために事
業 主に支給 される助 成金など の各種支 援制度も 設けられ ており 、労働者 はもとよ
り 事業主の ためにも 欠くこと のできな い制度で す。

また、昨 今では労 働保険未 加入事業 所で労災 事故が発 生した 際、療養 費や休業
に 伴う補償 を当該事 業主に対 して損害 賠償請求 するケー スもみ られ、事 業主にと
っ ては大き な負担に なってい ます。

まだ、労 働保険の 加入手続 きを行っ ていない 事業主は 、管轄 の労働基 準監督署
ま たは公共 職業安定 所（ﾊﾛｰﾜｰｸ）で加 入手続き をとられ るよう お願いし ます。

ご不明な 点はお気 軽にお問 い合わせ 下さい。
○問い合 わせ先 新潟労働 局労働保 険徴収課 （TEL： 025-288-3502）

新津公共 職業安定 所 （TEL： 0250-22-2233）
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法 定 調 書 提 出 義 務 者 ・ 源 泉 徴 収 義 務 者 の 方 へ の お 知 ら せ

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への
個人番号の記載は必要ありません！

平成２７年１０月２日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続き

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」といいます。）施行後の平成２８年１月以降も、給与などの支払いを受

ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされ

ました。（個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。）

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですの

でご注意下さい。

◆個人番号の記載が不要となる税務関係書類◆
（給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。）
・給与所得の源泉徴収票 ・退職所得の源泉徴収票 ・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書 ・オープン型証券投資信託収益の分配の

支払通知書 ・上場株式配当等の支払に関する通知書 ・特定口座年間取引報告書

・未成年者口座年間取引報告書 ・特定割引債の償還金の支払通知書

※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

年末調整個別相談会のご案内
～給料・賞与を支払っている方へ～

◆ 日 時 ： １ 月 １ ５ 日 (金 )・ １ ８ 日 (月 )

９ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ ／１３：００～１６：００

◆ 会 場 ： 新 津 商 工 会 議 所 ３ Ｆ

◆ 対 象 ： 新 津 地 域 で 個 人 事 業 を 営 む 方

◆ 持 ち 物 ： ① 年 末 調 整 の 書 類 一 式 （ 税 務 署 よ り 郵 送 ）

② 平 成 2７ 年 分 所 得 税 源 泉 徴 収 簿 (ご 記 入 の 上 、 お 持 ち 下 さ い )

③ 生 命 保 険 料 ・ 介 護 保 険 料 ・ 地 震 保 険 料 ・ 国 民 年 金 保 険

料 等 の 控 除 証 明 書

④ 国 民 健 康 保 険 料 払 込 金 額 の 確 認

⑤ 控 除 対 象 配 偶 者 や 扶 養 親 族 等 の 氏 名 、 生 年 月 日 の 確 認

※ 税 理 士 関 与 の 方 は ご 遠 慮 く だ さ い 。

小規模企業共済法の改正について
平成２７年８月２８日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法

律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、小規模企業共済法の一
部が改正され以下の制度の見直しが行われます。

１．共済事由の見直し (注)改正後に生じた事由から見直しの対象となります。

①個人事業主の「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が

「準共済事由」から「Ａ共済事由」に見直されます。

②共同経営者の「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配

偶者又は子への事業（共同経営者の地位）の全部を譲渡した場合」の共済事

由が「準共済事由」から「Ａ共済事由」に見直されます。

③会社等役員が「会社等役員の退任（疾病等を除く）」のうち、「退任日にお

いて６５歳以上の場合」の共済事由が「準共済事由」から「Ｂ共済事由」に

見直されます。

２．分割共済金の支給回数の増加 (注)改正後に請求される共済金から適用されます。

共済金の分割支給（分割共済金）が、年４回から年６回（奇数月）の支給に

なります。なお、改正前に共済金を請求された方と、分割共済金を受給中の

方は年４回の支給となります。

３．共済金を受給できる遺族の範囲の拡大 (注)改正後に契約者が亡くなった場合から

適用されます。

共済金を受給できる遺族に「共済契約者の収入によって生計を維持されてい

なかった「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。

４．申込金の廃止

「共済契約の申込み」と「増額の申込み」のお手続きの際に、申込金を添

えていただく必要がなくなります。（現金による納付が必要ではなくなります。）

５．掛金月額の減少（減額）の要件廃止

掛金月額を減額する際の要件が廃止され、「委託機関による減額理由の確認」

が不要となります。

６．掛金納付月数の通算事由を追加

共同経営者が、いったんその地位を退いた場合でも、一定の条件に該当す

る場合は、「掛金納付月数の通算」ができるようになります。

７．機構解約の取扱いの緩和

災害などやむを得ない理由による未納の場合については、掛金の滞納によ

る共済契約の解除（機構解約）の取扱が緩和されます。

施行日や詳細な改正内容は、今後、政令や経済産業省令によって定められ

ます。これらが決まり次第お知らせしてまいります。

共済相談室 TEL：０５０－５５４１－７１７１


